
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
受
領

答

弁

第

一

〇

五

号

内
閣
衆
質
一
八
三
第
一
〇
五
号

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
電
源
開
発
促
進
税
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
電
源
開
発
促
進
税
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

電
源
開
発
促
進
税
の
収
入
に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計
の
歳
入
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
後
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
の
電

源
開
発
促
進
勘
定
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
同
勘
定
の
中
に
は
、
電
力
系
統
の
安
定
化
に
資
す
る
技
術
開

発
等
の
複
数
の
電
源
に
関
連
し
電
源
ご
と
に
内
訳
を
算
出
す
る
こ
と
に
な
じ
ま
な
い
事
業
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
お
尋
ね
に

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
二
十
三
年
度
決
算
に
お
い
て
、
明
確
に
電
源
ご
と
に
内
訳
を
算
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
事
業
等
に
係
る
支
出
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
発
電
等
関
係
は
約
三
千
二
百
四
十
二
億
円
、
火
力
発
電
関
係
は
約

九
億
円
、
水
力
発
電
関
係
は
約
六
十
三
億
円
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

原
子
力
を
含
む
中
長
期
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
つ
い
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
供
給
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
低
減
の

観
点
も
含
め
、
多
面
的
に
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
電
源
開
発
促
進
税
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
必
要
に
応
じ

て
検
証
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
固
定
価
格
買
取
制
度
の
着
実
か
つ
安
定
的
な
運
用
に
加
え
、
予
算
・
税
制

一



措
置
、
規
制
改
革
等
に
よ
り
、
最
大
限
普
及
を
加
速
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

電
源
開
発
促
進
税
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
発
電
施
設
、
水
力
発
電
施
設
、
地
熱
発
電
施
設
等
の
設
置
の
促
進
及
び
運
転
の

円
滑
化
を
図
る
等
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
等
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
「
新

規
事
業
者
の
参
入
を
促
進
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、
需
要
家
の
選
択
肢
や
事
業
者
の
事
業
機
会
の
拡
大
等
を
目
的
と
す
る

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
等
の
中
で
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

東
京
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。
）
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
（
以
下
「
原
発
事
故
」
と
い

う
。
）
の
発
生
後
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
原
子
力
機
構
」
と
い
う
。
）
へ
の
交
付
金
等
に

つ
い
て
は
、
東
京
電
力
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
廃
止
措
置
に
関
す
る
研
究
等
に
係
る
経
費
を
含
め
て
交
付
し
、
ま
た
、

独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
（
以
下
「
安
全
基
盤
機
構
」
と
い
う
。
）
へ
の
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
原
発
事
故
の

教
訓
等
を
踏
ま
え
た
原
子
力
安
全
規
制
の
高
度
化
に
資
す
る
研
究
等
に
係
る
経
費
を
含
め
て
交
付
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
今
後

と
も
、
原
発
事
故
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
必
要
な
予
算
を
計
上
し
て
ま
い
り
た
い
。

二



ま
た
、
お
尋
ね
の
「
い
わ
ゆ
る
「
天
下
り
」
や
そ
の
他
の
再
就
職
の
役
員
・
職
員
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
時
点
に
お
い
て
原
子
力
機
構
の
役
員
に
就
い
て
い
る
国
家
公
務
員
退
職

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
人
数
は
二
名
で
あ
り
、
そ
の
最
終
官
職
は
そ
れ
ぞ
れ
文
部
科
学
省
大
臣
官
房
付
及
び
国
立
国
会
図
書

館
専
門
調
査
員
で
あ
り
、
ま
た
、
同
日
時
点
に
お
い
て
安
全
基
盤
機
構
の
役
員
に
就
い
て
い
る
国
家
公
務
員
退
職
者
に
つ
い

て
は
、
そ
の
人
数
は
一
名
で
あ
り
、
そ
の
最
終
官
職
は
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
付
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
の
年
間
報
酬
等
に

つ
い
て
個
別
に
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
原
子
力
機
構
及
び
安
全
基
盤
機
構
の
役
員
の
年
間
報
酬
等
に
つ
い
て
は
、
原
子
力

機
構
及
び
安
全
基
盤
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
し
て
い
る
。
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
退

職
者
の
人
数
等
に
つ
い
て
、
網
羅
的
に
把
握
し
て
お
ら
ず
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
六
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
等
に
係
る
関
係
書
類
に
よ
っ
て
平
成
二
十

五
年
六
月
二
十
一
日
時
点
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
国
家
公
務
員
で
あ
っ
て
退
職
後
原
子
力
機
構
に
職
員
と
し
て
再
就
職

し
た
者
の
最
終
官
職
及
び
人
数
は
、
文
部
科
学
省
大
臣
官
房
付
で
あ
っ
た
者
が
二
名
で
あ
り
、
ま
た
、
国
家
公
務
員
で
あ
っ

て
退
職
後
安
全
基
盤
機
構
に
職
員
と
し
て
再
就
職
し
た
者
の
最
終
官
職
及
び
人
数
は
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
付
で
あ
っ
た

者
が
二
名
並
び
に
経
済
産
業
研
修
所
長
、
気
象
庁
舞
鶴
海
洋
気
象
台
長
、
文
部
科
学
省
大
臣
官
房
付
及
び
経
済
産
業
省
大
臣

三



官
房
経
済
産
業
省
図
書
館
長
で
あ
っ
た
者
が
そ
れ
ぞ
れ
一
名
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
出
身
母
体
で
あ
る
行
政
機
関
」

に
つ
い
て
は
、
「
出
身
母
体
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、
国
家
公
務
員
の
再
就
職
に
関
し
、
天
下
り
の
あ
っ
せ
ん
の
根
絶
を
図
る
た
め
、
公
務

の
能
率
的
な
運
営
を
確
保
し
つ
つ
、
同
法
に
規
定
さ
れ
た
再
就
職
等
規
制
を
厳
格
に
遵
守
す
る
と
と
も
に
情
報
公
開
を
進
め

る
等
、
各
種
の
取
組
を
こ
れ
ま
で
も
適
切
に
行
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
て
お
り
、
今
後
と
も
、
そ
の
よ
う
な
取
組
を
推
進
し

て
ま
い
り
た
い
。

四


